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外国の大学において修得した単位を認定する手続に関するガイドライン 
 

平成２６年２月１９日 教授会決定 
平成２８年５月１８日 全部改正 
令和５年３月８日 一部改正 
令和５年７月１２日 一部改正 

 
交換留学に関する申し合わせに定める派遣学生の単位の認定については，次のとおり取

り扱う。 
 
（単位認定のための事前相談） 

１ 派遣先大学で修得する単位を本学部で修得した単位として認定することを希望する学

生（以下「学生」という。）は，当該留学に係る出発前に単位認定に関する相談を学務係

に行わなければならない。 
（事前相談の時期） 

２ 事前相談は，原則として出発前の可能な限り早い時期に行わなければならない。ただし，

やむを得ない事情により出発前に事前相談が出来なかった場合は，出発後に電子メール

等により相談を行わなければならない。 
（事前相談の対応） 

３ 教務委員会委員は，学生からの事前相談があった日から１４日以内に応じるものとす

る。事前相談を担当した教務委員会委員は，その結果を遅滞なく教務委員会に報告しなけ

ればならない。 
（単位認定の申請等） 

４ 学生は，原則として、帰国後１４日までの間に，派遣先大学で修得した単位を証明する

成績証明書，シラバス等及びその他教務委員会が求める書類を添えて単位認定の申請を

しなければならない。 
（教務委員会での審査） 

５ 教務委員会は，学生からの申請に基づき，単位認定の可否について審査しなければなら

ない。また教務委員会は，必要に応じて教務委員会委員以外の者に助言を求めることがで

きる。 
（単位認定） 

６ 教務委員会は，成績証明書等に基づき修得単位のうち授業時間及び授業内容から本学

部の専門教育科目として認められるものに限り，単位を認定するものとする。ただし認定

する単位数は学部規程第１７条に定める３０単位以内に含めるものとする。 
（単位認定する授業科目） 

７ 学生が本学部の専門教育科目として単位認定を希望する派遣先大学での修得科目は,学
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部規程別表第２に定める専門教育科目に読み替えるものとする。ただし，専門教育科目に

読み替えられない場合は，臨時に授業科目を開設するものとする。この臨時に開設する授

業科目名は、「派遣先大学での授業科目名（取得大学名）」とし、原則自由専門科目とする。 
（単位認定の時期） 

８ 単位認定の時期は，学生からの申請日が属するセメスターとする。ただし，申請日がセ

メスター終了日の６０日前からセメスター終了日までの間の場合は，単位認定時期を翌

セメスターにすることができる。 
（履修登録上限単位数との関連） 

９ 単位認定された授業科目の単位は，単位付与されるセメスターの履修登録上限単位数

に算入しない。 
（認定された授業科目の成績の評語） 

１０ ６及び７により単位認定された授業科目の成績は，「認」の評語をもって表す。 
（修得した単位の授業科目の学業成績累加記録簿への記載） 

１１ 派遣先大学で修得した単位のうち，本学部の単位として認定されなかった授業科目

については，「派遣先大学での授業科目名（取得大学名）」を学業成績累加記録簿に記載す

る。この場合の成績評語は「外」とする。  
附 則 

１ このガイドラインは，平成２６年４月１日より施行する。 
２ このガイドラインは，上記施行日以降に帰国した学生に対しても，適用する。 
３ 交換留学生の単位認定ガイドライン（平成１８年７月１９日教授会制定）は，廃止する。 

附 則 
１ このガイドラインは，平成２８年５月１８日より施行する。 
２ 平成２８年５月１８日現在本学部に在学する者についても適用する。 
   附 則 
１ このガイドラインは，令和５年４月１日より施行する。 
２ 令和５年３月３１日現在本学部に在学している者（以下この項において「在学者」とい

う。）及び令和５年４月１日以降に在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する

者については，従前のガイドラインを適用する。 
 
 附 則 
１ このガイドラインは，令和５年７月１２日より施行する。 
２ ７月１２日以前に海外渡航している在学生については，従前のガイドラインを適用す

る。 
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